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第
一
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額

１
大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
独
立
行
政
法
人

Ｈ
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
二
の
１
か
ら
４
ま
で
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

受
講
者
（
以
下
単
に
「
特
定
通
信
教
育
受
講
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
学
資
支
給
金
の
支

額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
上
限
と
し
て
学
生
又
は
生
徒
が

給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

綱 大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
要

る
授
業
料
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ

日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
以
下
「
機
構
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
通
信
教
育

い
て
は
、
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
上
限
の
額
か
ら
次
の
Ｈ
及
び
口
に
掲
げ
る

一
定
の
範
囲
で
選
択
す
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
機
構
法
施
行
令
第
一
条
の
二
第
一
項
関
係
）
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鼻

冬

２
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に

定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た
り
の
合
計
額
か
ら
次
の
Ｈ
及
び
口
に
掲
げ
る
額
の
合
計

貸
与
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及
び
授
業
料
減
免
を
受
け
な
い
特

基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資

口
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る

合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）

条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
授
業
料
調
整

年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場

業
料
調
整
年
額
」

額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以
下
「
授

法
律
施
行
令
（
以
下
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数

と
い
声
っ
。

…

（
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
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兵

ゆ

二
学
資
支
給
金
の
額

１
学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
次
の
Ｈ
か
ら
日
ま
で
に
掲
げ
る
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対
象
者
」
と
い

Ｈ
一
○
○
円
未
満
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
一
七
、
五
○
○
円
か
ら
七
五
、
八
○
○
円
ま
で
で
定

口
一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定

Ｈ
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
二
の
３
及
び
４
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

声
ｎ
Ｊ
〆
○

額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
一
三

○
、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ

れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

）
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
Ｈ
か
ら
日
ま
で
に
定
め
る
額
（
口
又
は
日
に
定
め
る
額
に

（
機
構
法
施
行
令
第
一
条
の
二
第
二
項
関
係
）

（
機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
一
項
）
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へ

◆

２
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受

日
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
Ｈ
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

口
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
Ｈ
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

Ｈ
一
○
○
円
未
満
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
二
五
、
八
○
○
円
か
ら
四
二
、
五
○
○
円
ま
で
で
定
め
る
額

第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令

法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法

け
て
い
る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も

の
Ｈ
か
ら
日
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
Ｈ
か
ら
日
ま
で
に
定
め
る
額
（
口
又
は
日
に
定
め
る
額
に

の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次

め
る
額

（
機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
二
項
関
係
）
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●

４
１
か
ら
３
ま
で
の
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
Ｈ
に
掲

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は

日
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
一
七
、
○
○
○
円

口
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
三
四
、
○
○
○
円

Ｈ
一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円

日
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
Ｈ
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

げ
る
額
か
ら
口
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の

口
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
Ｈ
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

、
１
及
び
２
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
Ｈ
か
ら
日
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応

端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が

地
方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則
第
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

じ
、
一
年
に
つ
き
、
当
該
Ｈ
か
ら
日
ま
で
に
定
め
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
三
項
関
係
）
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｡

５
支
給
対
象
者
が
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

口
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五

Ｈ
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百

定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を

同
じ
。
）
の
学
資
に
係
る
給
付
等
で
あ
っ
て
学
資
支
給
金
の
額
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令

る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下

で
定
め
る
も
の
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
１
か
ら
４
ま

い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を

課
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当

十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
等
の
合
計
額

に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

（
機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
四
項
関
係
）
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り

三
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間

と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又

１
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修

定
め
る
月
数
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に

業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高

機
構
は
、
次
の
１
又
は
２
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
１
又
は
２
に
定
め
る
月
数
を
限
度

は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の

る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で

は
、

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

で
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
を
限
度
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
と
す

二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す

（
機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
五
項
関
係
）

（
機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
三
関
係
）
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ウ

第
二
経
過
措
置

一
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続

２
文
部
科
学
大
臣
は
、
１
の
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
国

１
機
構
は
、
支
援
法
附
則
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「

庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
写
し
を
財
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

書
そ
の
他
の
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の

在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該
月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が

六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
の
属
す

数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た
月

る
事
業
年
度
（
以
下
「
最
終
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
最
終
事
業
年
度
の
損
益
計
算

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）
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第
三
施
行
期
日

三
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計

二
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限

と
◎

国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

国
庫
納
付
金
は
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

こ
の
政
令
は
、
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

（
第
五
条
関
係
）

（
第
四
条
関
係
）
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